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ご親族などがお亡くなりになられた後に必要となる手続きが、ご自身でよりスム
ーズに進められるよう、市役所での手続きなどをこの「おくやみハンドブック」にま
とめましたのでご活用ください。 

また、なじみのない手続きに不安をお持ちの方に対しては、「おくやみコーナー」を
ご利用いただくことにより、各担当課をご案内するなど、手続きを安心して進めら
れるようサポートを行います。 
（※おくやみコーナーを利用せずに、直接担当課で手続きすることも可能です。） 

● 予約受付時間：平日の午前８時半から午後５時まで

● 予約連絡先：０９８－９３９－１２１２ 市民課 戸籍係
　　　　　　　「おくやみコーナーの件」とお伝えください。 

● 利用対象者：「亡くなられた当時に沖縄市に住民登録があった方」のご遺族等

● 利用時間：平日の（１）午前９時（２）午前１０時半（３）午後１時半（４）午後３時

● 場所：沖縄市役所 １階 市民課
　　　　Ｐ5９のフロアマップをご確認ください。 

※あらかじめ、このハンドブックをご確認の上、必要と思われる書類等をご持参

　ください。

◆ おくやみコーナーは、予約制となります。 
　　　  ご利用の際は、事前のご予約をお願いします。

おくやみコーナーのご案内
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市役所での主な手続きチェックリスト
※ 亡くなられた方の住所が沖縄市以外の場合は、住民登録している市町村へお問い合わせく
ださい。

項目 亡くなられた方の状況 チェック 担当窓口 ページ 場所

住民登録

マイナンバーカード・個人番
号通知カード・住民基本台帳
カードを持っていましたか。

□

市民課

P. 7

1 階

印鑑登録をしていましたか。 □ P. 7

パスポート 有効中の旅券（パスポート）を
持っていましたか。 □ P. 8

年金

国民年金を受給していました
か。 □

市民課
（国民年金担当）

P. 9

国民年金に加入、または国民
年金を受給していましたか。 □ P.10

国民年金に加入していました
か。（国民年金受給前） □ P.11

厚生年金に加入、または厚生
年金を受給していましたか。 □ P.13

農業者年金を受給していまし
たか。 □ 農業委員会事務局 P.13 地下

2階

国民
健康保険

国民健康保険に加入していま
したか。 □

国民健康保険課

P.14

1 階

後期高齢者
医療保険

後期高齢者医療保険に加入し
ていましたか。 □ P.18

介護

介護保険被保険者証などを
持っていましたか。 □

介護保険課

P.21

要介護認定・要支援認定の申
請中でしたか。 □ P.23

福祉電話または緊急通報シス
テムを利用していましたか。 □ ちゅいしぃじぃ課 P.23 5 階
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項目 亡くなられた方の状況 チェック 担当窓口 ページ 場所

障がい
福祉

身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳を
持っていましたか。

□

障がい福祉課

P.24

1 階

特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当を受給
していましたか。

□ P.24

重度心身障がい者（児）医療費
助成を受けていましたか。 □ P.25

自立支援医療（精神通院・更
生医療・育成医療）受給者証
を持っていましたか。

□ P.25

障害福祉サービス受給者証、
通所受給者証、地域生活支援
事業受給者証を持っていまし
たか。

□ P.26

補装具・日常生活用具給付の
申請中でしたか。 □ P.26

心身障害者扶養共済に加入し
ていましたか。 □ P.27

税金

原動機付自転車（125cc 以下・
ミニカー）、小型特殊自動車
（農耕用車両・フォークリフ
ト）を所有していましたか。

□

市民税課

P.28

2 階

市・県民税が課税されていま
したか。または課税される予
定ですか。

□ P.29

固定資産（土地・家屋など）を
持っていましたか。 □ 資産税課 P.30

固定資産税、軽自動車税、市・
県民税を納めていましたか。 □ 納税課 P.31

市役所での主な手続きチェックリスト
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項目 亡くなられた方の状況 チェック 担当窓口 ページ 場所

こども

保育施設や幼稚園に通ってい
る児童の保護者でしたか。 □ 保育・幼稚園課 P.33

2 階

児童手当を受給していました
か。 □

こども家庭課

P.34

児童扶養手当を受給していま
したか。 □ P.35

特別児童扶養手当を受給して
いましたか。 □ P.36

こども医療費助成受給資格者
証を持っていましたか。 □ P.36

母子及び父子家庭等医療費助
成資格者証を持っていました
か。

□ P.37

上下水道
水道を利用していましたか。 □ 料金課 P.38 上下

水道局

下水道を利用していました
か。 □ 下水道課 P.39 上下

水道局

市営住宅 市営住宅に入居していました
か。 □ 市営住宅指定管理者 P.40 ６階

農地 農地を所有していましたか。 □ 農業委員会事務局 P.41 地下
2階

森林 森林を所有していましたか。 □ 農林水産課 P.42 2 階

生活保護 生活保護を受けていました
か。 □ 保護第一課

保護第二課 P.43 1 階

ごみ 多量のごみを処理する必要が
ありますか。 □

環境課

P.44

地下
2階

その他
犬の飼い主でしたか。 □ P.45

市営墓地（沖縄市霊園）を使用
していましたか。 □ P.45
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住民登録

マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民基本台帳カードを持っていた

マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民基本台帳カードの廃止
亡くなられた日をもってカードは失効しますので、返却の必要はありません。
なお、相続等の手続きにおいて、亡くなられた方のマイナンバーが必要になることがあ
りますので、諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄してください。
※ 亡くなられた方の住民票（除票）の写しにマイナンバーの表示はできませんのでご注
意ください。

期　 限 ―
手続き
できる人

―

持 ち 物 ―

窓 口
市民課
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１１９）

電話での手続き ―

郵送での手続き ―

備 考

印鑑登録をしていた

印鑑登録証（ハイビスカスカード）の破棄
亡くなられた日をもって失効しますので、返却の必要はありません。ご遺族の方で破棄
してください。

期　 限 ―
手続き
できる人

―

持 ち 物 ―

窓 口
市民課
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１１９）

電話での手続き ―

郵送での手続き ―

備 考
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パスポート

有効中の旅券（パスポート）を持っている

一般旅券返納届の提出、旅券（パスポート）の返納
有効期限内のパスポートの名義人が亡くなられた場合、不正利用を防ぐため、返納手続
きが必要です。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

親族

持 ち 物

・亡くなられた方の旅券（パスポート）
・ 旅券名義人が亡くなられたことを確認できる書類
（除籍謄（抄）本、住民票除票など）
・手続きに来る方の本人確認書類

窓 口
市民課　旅券窓口
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１１９）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考 返納後の旅券の還付を希望する場合は、お申し出ください。

MEMO  
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年金

国民年金を受給していた

未支給年金の請求
年金を受給している方が亡くなられた場合に、まだ受け取っていない年金や、亡くなら
れた日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなられた月分までの年金を未支給年金と
して、生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。

期　 限
受給権者の年金の支払日の
翌月１日から５年以内

手続き
できる人

亡くなられた方と生計を同じ
くしていた遺族

持 ち 物

【亡くなられた方のもの】
・年金証書
・住民票除票★
【その他】
・手続きに来る方の本人確認書類
・請求者の世帯全員の住民票★
・請求者の預金通帳またはキャッシュカード
・戸籍謄本等
・生計同一関係に関する申立書
※マイナンバーカードを持参いただいた場合は★の書類は省略できます。

窓 口

【障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金
の受給者】
市民課　国民年金担当
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１３３・２１３４）

【老齢基礎年金の受給者】
コザ年金事務所　お客様相談室
☎０９８－９３３－２２６７
　（自動音声①→②）予約が必要です。

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

MEMO  
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年金

国民年金に加入、または国民年金を受給していた

遺族基礎年金の請求
国民年金に加入中の方や、老齢基礎年金の受給権者・受給資格を満たした方が亡くなら
れたときに、その方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」
に支給されます。（ただし、亡くなられた方について、保険料納付済期間（保険料免除期
間を含む）が国民年金加入期間の 3分の 2以上あること）

期　 限 死亡日の翌日から５年以内
手続き
できる人

子※のある配偶者または子※

持 ち 物

【亡くなられた方のもの】
・年金手帳
・住民票除票★
【その他】
・手続きに来る方の本人確認書類
・死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・請求者の世帯全員の住民票★
・請求者の所得証明書★
・請求者の預金通帳またはキャッシュカード
・戸籍謄本等
・生計同一関係に関する申立書
※マイナンバーカードを持参いただいた場合は★の書類は省略できます。

窓 口

市民課　国民年金担当
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１３３・２１３４）

【死亡日が国民年金第３号被保険者期間中
の場合】
コザ年金事務所　お客様相談室
☎  ０９８－９３３－２２６７
　（自動音声①→②）予約が必要です。

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
※ 「子」とは 18 歳に達する年度末までにある方（子が障害年金等級１・２
級に該当する場合は 20 歳になるまで）

MEMO  
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年金

国民年金に加入していた 
（国民年金受給前）①

死亡一時金の請求
国民年金の第１号被保険者として保険料を納めた月数が 36 月以上ある方が、老齢基礎年
金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったとき、生計を同じくしていたご遺族に
支給されます。

期　 限 死亡日の翌日から 2年以内
手続き
できる人

亡くなられた方と生計を同じ
くしていた遺族

持 ち 物

【亡くなられた方のもの】
・年金手帳
・住民票除票★
【その他】
・手続きに来る方の本人確認書類
・請求者の世帯全員の住民票★
・請求者の預金通帳またはキャッシュカード
・戸籍謄本等
・生計同一関係に関する申立書
※ マイナンバーカードを持参いただいた場合は★の書類は省略できます。

窓 口
市民課　国民年金担当
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１３３・２１３４）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
第１号被保険者とは、日本国内にお住いの 20 歳以上 60 歳未満の自営業者、
農業・漁業者、学生、無職の方などです。
※寡婦年金を受けられる場合は、いずれか一方を選択することになります。

MEMO  
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年金

国民年金に加入していた
（国民年金受給前）②

寡婦年金の請求
国民年金の第１号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間を含む）が 10 年以上あ
る夫がなくなったときに、その夫と 10 年以上継続して婚姻関係（事実婚含む）にあり、
死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が 60 歳から 65 歳になる
までの間支給されます。

期　 限 死亡日の翌日から５年以内
手続き
できる人

亡くなった夫と 10 年以上継続
して婚姻関係にあり、死亡当
時に生計維持されていた妻

持 ち 物

【亡くなられた方のもの】
・年金手帳
・住民票除票★
・年金証書（公的年金から年金を受けているとき）
【その他】
・手続きに来る方の本人確認書類
・請求者の世帯全員の住民票★
・請求者の所得証明書★
・請求者の預金通帳またはキャッシュカード
・戸籍謄本等
・生計同一関係に関する申立書
※マイナンバーカードを持参いただいた場合は★の書類は省略できます。

窓 口
市民課　国民年金担当
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１３３・２１３４）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
第１号被保険者とは、日本国内にお住いの 20 歳以上 60 歳未満の自営業者、
農業・漁業者、学生、無職の方などです。
※死亡一時金を受けられる場合は、いずれか一方を選択することになります。

MEMO  
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年金

厚生年金に加入、または厚生年金を受給していた

未支給年金の請求、遺族厚生年金の請求
事前に年金事務所へお問い合わせください。

期　 限 ―
手続き
できる人

―

持 ち 物 ―

窓 口
コザ年金事務所　お客様相談室
☎０９８－９３３－２２６７
　（自動音声①→②）予約が必要です。

電話での手続き ―

郵送での手続き ―

備 考

農業者年金を受給していた

農業者年金に係る死亡届の提出
農業者年金を受給されている方が亡くなられたとき

期　 限 死亡日の翌日から５年以内
手続き
できる人

年金を受けている方が亡くなら
れたときに、生計を同じくして
いた　1. 配偶者、2. 子、3. 父母、
4. 孫、5. 祖父母、6. 兄弟姉妹等

持 ち 物

・農業者年金証書
・ 受給権者の死亡日が分かる戸籍謄本、住民票の写し又は死亡日に関する
市区町村の証明書等の書類
・印鑑（年金証書紛失した場合の届に必要）

窓 口
農業委員会事務局　農政係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２０４１）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
※まずは最寄りの JAの窓口にてご相談下さい。
　ＪＡコザ支店　☎０９８－９３０－５５００
　ＪＡ美里支店　☎０９８－９３８－６４５０
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国民健康保険

国民健康保険に加入していた①

各種証の返還・差替え
国民健康保険に加入していた方が亡くなられた場合、各種証の返却・差替えを行います。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

世帯主または同一世帯員
※ 上記の方以外が差替えの手
続きする場合は、委任状が
必要です。
※ 返却のみの場合は、親族等
でも可。

持 ち 物

【各種証の返却・差替え】
・国民健康保険被保険者証
・国民健康保険限度額認定証（お持ちの方のみ）
・特定疾病療養受領証（お持ちの方のみ）
【その他】
・手続きに来る方の本人確認書類

窓 口
国民健康保険課　資格・賦課係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１６）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
担当課への返却が難しい場合は、ハサミなどで細かくしてから処分してくだ
さい。

MEMO  
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国民健康保険

国民健康保険に加入していた②

葬祭費の申請
国民健康保険に加入していた方が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費が支給
されます。

期　 限
葬儀を行った日の翌日から
2年以内

手続き
できる人

葬祭を執り行った方（喪主）、
または喪主から手続きに必要
な持ち物を預かった代理人

持 ち 物

【亡くなられた方のもの】
・被保険者証　
【その他】
・手続きに来る方の本人確認書類
・ 葬祭を行った方の氏名（※フルネーム）が確認できるもの
（火葬許可証、葬儀の領収証、新聞広告、会葬礼状など）
・預金通帳等（喪主のもの）　

窓 口
国民健康保険課　給付係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１４）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

※下記の場合、委任状が必要です。
　・ 喪主と口座名義人が異なる場合

また、喪主以外の方が代理で手続きする場合は喪主の印鑑が必要になり
ます。

※相続人であることが確認ができる戸籍謄本等が必要な場合があります。

MEMO  
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国民健康保険

国民健康保険に加入していた③

高額療養費の申請（振込先口座の変更）
被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給ができなくなったとき

期　 限 2年以内
手続き
できる人

相続人

持 ち 物

・手続きに来る方の本人確認書類
・相続人確認ができる戸籍謄本等
・約定書（手続きの際に記入）
・印鑑（相続人のもの）
・預金通帳等（相続人のもの）

窓 口
国民健康保険課　給付係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１２）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
※下記の場合、委任状が必要です。
　・相続人と口座名義人が異なる場合

国民健康保険に加入していた④

国民健康保険料還付金の振込先口座の変更
亡くなられた方の国民健康保険料について過誤納付があったとき

期　 限
還付通知書を通知してから
2年以内

手続き
できる人

被保険者の親族等

持 ち 物
・相続人代表者の本人確認書類
・印鑑（相続人代表者のもの）
・預金通帳等（相続人代表者のもの）

窓 口
国民健康保険課　収納対策係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１９）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
※下記の場合、委任状が必要です。
　・相続人代表者と口座名義人が異なる場合
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国民健康保険

国民健康保険に加入していた⑤

相続人による送付先変更届の提出
後日、市より亡くなられた方の生前のご住所に保険料の未納または還付に関するお手紙
を送付する場合があります。独り暮らしをされていた方、施設に入居されていた方など
送付した郵便物が返戻になるおそれのある方は提出してください。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

相続人

持 ち 物
・相続人代表者の本人確認書類
・ 相続人代表者指定届兼還付金等の受領に関する誓約書
（介護保険課での手続きも必要になる場合があります）

窓 口
国民健康保険課　収納対策係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１９）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考

国民健康保険に加入していた⑥

国民健康保険料の納付について
国民健康保険料の納付が済んでいない場合は、相続人が亡くなられた方に代わって納付
していただく必要がありますので、納付相談をしてください。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

相続人

持 ち 物
・相続人確認ができる戸籍謄本等
・相続人代表者の本人確認書類

窓 口
国民健康保険課　収納対策係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１９）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
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後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険に加入していた①

葬祭費の申請
後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなられたときは、葬祭を行った方（喪主等）
に葬祭費が支給されます。

期　 限
葬儀を行った日の翌日から
2年以内

手続き
できる人

葬祭を行った方（喪主等）、
または届出の依頼を受けた方

持 ち 物

【亡くなられた方のもの】
・被保険者証
【その他】
・手続きに来る方の本人確認書類
・   葬祭を行った方の氏名（※フルネーム）が確認できるもの
（火葬許可証、葬儀の領収証、新聞広告、会葬礼状など）
・預金通帳等（葬祭を行った方のもの）

窓 口
国民健康保険課　後期高齢医療係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１８）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考 ※ 葬祭を行った方と口座名義人が異なる場合、「委任状」が必要です。

後期高齢者医療保険に加入していた②

「相続人代表者指定届兼還付金等の受領に関する誓約書」の提出
被保険者に係る手続きや給付金・還付金の受領などを相続する相続人代表者を届出ます。
※届出には、相続人みなさんの署名が必要です。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

相続人代表者、または届出の
依頼を受けた方。

持 ち 物
・手続きに来る方の本人確認書類
・相続人代表者の預金通帳

窓 口
国民健康保険課　後期高齢医療係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１８）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考 ※相続人代表者と口座名義人が異なる場合、「委任状」が必要です。
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後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険に加入していた③

高額療養費などの振込先口座の変更
未支給の高額療養費があった場合など、相続人代表者に支給するため、被保険者が登録
していた振込先口座を相続人代表者（注１）の口座へ変更します。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

相続人代表者、または届出の
依頼を受けた方

持 ち 物
・手続きに来る方の本人確認書類
・相続人代表者の本人確認書類
・預金通帳等（相続人代表者のもの）

窓 口
国民健康保険課　後期高齢医療係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１８）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
※ 葬祭を行った方と口座名義人が異なる場合、「委任状」が必要です。
注１：「相続人代表者指定届兼還付金等の受領に関する誓約書」にて届出必要。

後期高齢者医療保険に加入していた④

送付先の変更
被保険者に関する市役所からのお知らせを相続人代表者（注１）に送付するため、宛先
を変更します。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

相続人代表者、または届出の
依頼を受けた方

持 ち 物
・手続きに来る方の本人確認書類
・相続人代表者の本人確認書類

窓 口
国民健康保険課　後期高齢医療係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１８）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考 注１：「相続人代表者指定届兼還付金等の受領に関する誓約書」にて届出必要。



20

後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険に加入していた⑤

後期高齢者医療保険料の納付について
後期高齢医療保険料の納付が済んでいない場合は、被相続人に代わって納付していただ
く必要がありますので、納付相談をしてください。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

相続人代表者

持 ち 物 ・相続人代表者の本人確認書類

窓 口
国民健康保険課　後期高齢医療係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１１８）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考

MEMO  
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介護

介護保険被保険者証などを持っていた①

各証書の返納または破棄
65 歳以上または２号被保険者の方が亡くなられたとき

期　 限 亡くなった日から 14 日以内
手続き
できる人

相続人等

持 ち 物
・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証（お持ちの方）
・介護保険負担限度額認定証（お持ちの方）

窓 口
介護保険課　保険料係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１４６、３１４７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考

介護保険被保険者証などを持っていた②

「相続人代表者指定届兼還付金等の受領に関する誓約書」の提出
被保険者に係る手続きや給付金・還付金の受領などを相続する相続人代表者を届出ます。
※届出には、相続人みなさんの署名が必要です。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

相続人代表者、または届出の
依頼を受けた方

持 ち 物
・手続きに来る方の本人確認書類
・相続人代表者の預金通帳

窓 口
介護保険課　保険料係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１４６、３１４７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考 ※相続人代表者と口座名義人が異なる場合、「委任状」が必要です。
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介護

介護保険被保険者証などを持っていた③

介護保険料還付金の振込先口座の登録
介護サービス費用の返還及び還付が発生するとき

期　 限 還付が発生してから 2年以内
手続き
できる人

相続人等

持 ち 物
・印鑑（相続人のもの）
・預金通帳等（相続人のもの）

窓 口
介護保険課　保険料係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１４６、３１４７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考

介護保険被保険者証などを持っていた④

高額介護サービス費等の申請
基準額以上の介護サービス費を支払いしており、その高額介護サービス費等の支給決定
前や振込前に亡くなり支給ができなくなったとき

期　 限
利用月の翌月 1日から
2年以内

手続き
できる人

相続人等

持 ち 物 ・預金通帳等（相続人のもの）

窓 口
介護保険課　給付係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２０８５、３１４５）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
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介護

要介護認定・要支援認定の申請中だった

要介護認定・要支援認定申請取り下げの届出
亡くなられた方が要介護認定・要支援認定の申請中のとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

申請人等

持 ち 物 ・特になし

窓 口
介護保険課　認定係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１６７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
被保険者が生前に介護サービスを利用していた場合は、介護保険課までお問
い合わせください。

福祉電話または緊急通報システムを利用していた

福祉電話または緊急通報システムの廃止、撤去、返還の手続き
亡くなられた方が在宅福祉サービスを利用していたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

親族等

持 ち 物
・特になし（申請書は窓口で配布）
　※撤去・返還方法については、直接担当課窓口へお問合せください。

窓 口
ちゅいしぃじぃ課　地域福祉係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１８１）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
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障がい福祉

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていた

各種障害者手帳の返還
亡くなられた方が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

どなたでも可

持 ち 物

・亡くなられた方の手帳（身体・療育・精神）
・手続きに来る方の印鑑
・手続きに来る方の本人確認書類
・ （身体障害者手帳の場合）亡くなられた方のマイナンバーカードまたは通知
カード

窓 口
障がい福祉課　給付係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１５２、３１５４、３１６５）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給していた

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の死亡届、未支払手当請
求書の提出
亡くなられた方が特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給していた場合、
死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続きが必
要です。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

どなたでも可

持 ち 物
手当の種類や、亡くなられた方によって手続きに必要なものが異なります。
詳しくは担当課へお問合せください。

窓 口
障がい福祉課　給付係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１６５）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
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障がい福祉

重度心身障がい者（児）医療費助成を受けていた

重度心身障がい者（児）医療費助成受給資格喪失の届出
受給対象の方が亡くなられたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

どなたでも可

持 ち 物 手続きの詳細や必要書類については、事前に担当窓口へお問合せください。

窓 口
障がい福祉課　給付係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１５７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考

自立支援医療（精神通院・更生医療・育成医療）受給者証を 
持っていた

自立支援医療（精神通院・更生医療・育成医療）受給者証の返還
亡くなられた方が、自立支援医療（精神通院・更生医療・育成医療）を受けていたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

どなたでも可

持 ち 物 ・自立支援医療（精神通院・更生医療・育成医療）受給者証

窓 口
障がい福祉課　給付係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１５７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
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障がい福祉

障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、地域生活支援事業受
給者証を持っていた

障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、通所受給者証の返還
亡くなられた方が、障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、通所受給
者証をお持ちのとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

どなたでも可

持 ち 物
・障害福祉サービス受給者証
・地域生活支援事業受給者証
・通所受給者証

窓 口
障がい福祉課　支援係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１５７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

補装具・日常生活用具給付の申請中だった

補装具・日常生活用具給付申請取り下げの届出
亡くなられた方が補装具や日常生活具給付の申請中、または交付決定後、用具を受け取っ
ていない場合、取り下げの届出が必要です。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

どなたでも可

持 ち 物 手続きの詳細や必要書類については、事前に担当窓口へお問合せください。

窓 口
障がい福祉課　給付係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１５７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
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障がい福祉

心身障害者扶養共済に加入していた

心身障害者扶養共済の死亡届
心身障害者扶養共済の加入者が亡くなられたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

どなたでも可

持 ち 物 手続きの詳細や必要書類については、事前に担当窓口へお問合せください。

窓 口
障がい福祉課　管理係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１５７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

※ 心身障害者扶養共済制度とは、障がいのある方を扶養している方（65 歳未
満の疾病や障がいのない健康の方）が、毎月一定の掛け金を納め、扶養し
ている方が死亡したり著しい障がいを有する状態になったとき、その方が
扶養していた障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。

MEMO  



28

税金

原動機付自転車（125cc 以下・ミニカー）、小型特殊自動車（農耕
用車両・フォークリフト）を所有していた

原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車・名義変更の手続き
亡くなられた方が次の車両を所有されていたときは、廃車や名義変更の手続きが必要で
す。
・原動機付自転車（総排気量 125cc 以下のオートバイ・ミニカー）
・小型特殊自動車（農耕用車両・フォークリフトなど）

※ 亡くなられた方が、普通自動車、３輪以上の軽自動車、2 輪の小型自動車（排気量
125cc 超のバイク）を所有されていたときは、市役所ではなく以下の窓口となります。
手続の詳細に関しては、各事務所へお問い合わせください。

・3輪以上の軽自動車
　　全国軽自動車協会連合会沖縄事務所
　　☎ 050-3816-3126
・2輪以上の小型自動車（排気量 126㏄以上）
　　陸運事務所
　　☎ 050-5540-2091

期　 限 15 日以内
手続き
できる人

相続人等

持 ち 物

【名義変更の場合】
・軽自動車税（種別割）申告（報告）書件標識交付申請書（窓口にて配布）
・標識交付証明書（原本）
・標識（ナンバープレート）
・手続きに来る方の本人確認書類
【廃車の場合】
・軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納所（窓口にて配布）
・標識交付証明書（原本）
・標識（ナンバープレート）
・手続きに来る方の本人確認書類

窓 口
市民税課　税制係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３２５６・３２５８）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
※ 相続人以外が窓口で手続きする際は、相続人からの委任状をお持ちくださ
い。
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税金

市・県民税が課税されていた、または、課税される予定

市・県民税の相続人代表者の指定届出書の提出
市・県民税はその年の 1月 1日が課税の基準日となります。
そのため、亡くなられた方に代わって、納税や還付に関する通知書を受取り、手続きを
行う方を相続人の中から指定する届出が必要です。

期　 限
相続が発生したことを知った
日から 3ヶ月以内

手続き
できる人

相続人等

持 ち 物
・ 相続人代表者となる方が、亡くなられた方の相続人であると証明できる
戸籍謄本
・届出を行う方の本人確認書類

窓 口
市民税課　市民税係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３２５２～３２５５）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考

※ 相続放棄をしている場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通
知書」の写しの提出をお願いします。
※ 亡くなった方が沖縄市内に所在する固定資産（土地・家屋など）を所有し
ており、資産税課へ「固定資産　現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届」
を既に提出している場合は、届出の必要はありません。

MEMO  
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税金

固定資産を持っていた①

固定資産税の現所有者申告
亡くなった方が固定資産（土地・家屋など）を所有している場合に、相続登記が完了す
るまでの間、その土地や家屋を現に所有している方（相続人等）に固定資産税を納付し
ていただくことになりますので、住所、氏名など必要事項の申告が必要です。

期　 限
現に所有している者であるこ
とを知った日の翌日から３か
月を経過した日

手続き
できる人

沖縄市内に所在する土地・家
屋の所有者（納税義務者）が
亡くなったことにより、現に
所有している者（相続人等）
であることを知った方

持 ち 物

・届出人の本人確認書類（マイナンバーカード等）の写し
＜法定相続で、遺産分割が完了していない場合＞
下記（1）、（2）のいずれか
　（1） 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人全員の

戸籍抄本
　　　※ 相続人の戸籍謄本が被相続人の戸籍謄本と重複している場合は不要

です。
　（2）登記官が交付する法定相続情報一覧図
＜遺産分割が完了している場合＞
・ （指定分割の場合）公正証書遺言書、家庭裁判所検認済の自筆証書遺言書、
遺言保管官交付の遺言情報証明書
・ （協議分割の場合）遺産分割協議書の写しおよび法定相続人全員の印鑑証明書
・（調停または審判分割の場合）調停調書、または審判所の謄本

＊相続放棄をした方がいる場合は相続放棄申述受理通知書の写し

窓 口
資産税課　管理係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２２５２・２２５３）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
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税金

固定資産を持っていた②

未登記家屋の名義変更
市内に未登記家屋の所有していたとき

期　 限
相続が発生したことを知った
日から 3か月以内

手続き
できる人

未登記家屋の所有者を変更さ
れる方

持 ち 物

・家屋所有者名義変更願（様式あり）
・ 法定相続情報一覧又は、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本等
（被相続人の出生～死亡までの記載があるもの）
・家屋取得者の印鑑証明（申請より３か月以内発行のもの）
・新家屋所有者（他市町村在住の場合）の住民票謄本
・ 遺産分割協議書（被相続人と相続人の関係が確認できる戸籍・印鑑証明書
添付のもの）、又は公正証書

窓 口
資産税課　家屋係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２２５６・２２５７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

固定資産税、軽自動車税、市・県民税を納めていた①

納税申し出または納税相談
亡くなられた方の市税の納付が済んでいない場合は、相続人が亡くなられた方に代わっ
て納付していただく必要があります。納付書の再発行が必要な事も多いため、ご不明な
点やご相談がある場合は、お問合せください。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

納税義務者・納税管理人・相
続人代表者等

持 ち 物
・納税通知書または領収書
・手続きに来る方の本人確認書類
・亡くなられた方との関係性や相続人等である事が分かる資料

窓 口
納税課　納税第２係～第４係
☎０９８－９３９－１２１０（直通番号）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
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税金

固定資産税、軽自動車税、市・県民税を納めていた②

市税口座振替の変更
亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合、口座凍結後は振替ができないことが
あるため、口座の変更などが必要になります。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

納税義務者・納税管理人・
相続人代表者等

持 ち 物

・納税通知書または領収書
・手続きに来る方の本人確認書類
・ 納税課窓口にて口座変更を希望される場合は、手続きに来る方名義のキャッ
シュカード（暗証番号がわかるもの）※一部利用できないカードもあります。

窓 口
納税課　管理係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３２６２・３２６３）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

固定資産税、軽自動車税、市・県民税を納めていた③

市税の還付金の振込先口座の依頼
亡くなられた方で市税の過誤納付があった方

期　 限 5年以内
手続き
できる人

納税義務者の親族等

持 ち 物
・相続人代表者の本人確認書類
・印鑑（相続人代表者のもの）
・預金通帳等（相続人代表者のもの）

窓 口
納税課　管理係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３２６２・３２６３）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
※必ず過誤納還付請求ができるとは限りません。
※下記の場合、委任状が必要です。
　・相続人代表者と口座名義人が異なる場合
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こども

保育施設や幼稚園に通っている児童の保護者だった

教育・保育支給認定変更届出書または施設等利用給付認定変更届の提出
保育施設や幼稚園に在園している児童の保護者が亡くなられたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

保護者又は児童を監護する人

持 ち 物 ・教育・保育支給認定変更届出書や施設等利用給付認定変更届

窓 口

保育・幼稚園課　
　入所係（認可保育所、幼稚園）、
　支援係（認可外保育施設）
☎０９８－９３９－１２１２　
　入所係　３１３５・３１３６・３１７４、
　支援係　３１７３

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考

MEMO  



34

こども

児童手当を受給していた

児童手当の認定請求（受給者変更）または未支払い手当請求
受給者（※）が亡くなられたとき
受給者が亡くなられた場合、亡くなられた日の属する月の手当までが支給されます。
未払いの手当がある場合は、未支払い手当の手続きが必要です。
（対象児童が亡くなられた場合、手続きは不要です）

期　 限 死亡日の翌日から 15 日以内
手続き
できる人

新たに受給者になる方

持 ち 物

【認定請求（受給者変更）】
・ 新たに受給者になる方の口座が確認できるもの
（通帳やキャッシュカード（原本））
・新たに受給者になる方の健康保険証（原本）
・ 新たに受給者になる方のマイナンバーが確認できるもの
（マイナンバーカードや通知カード）
【未支払請求】
・ 支給対象児童名義の口座が確認できるもの
（通帳やキャッシュカード（原本））
【共通】
・手続きに来る方の本人確認書類

窓 口
こども家庭課　こども育成係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１９２・３１９４）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
※  0 歳から中学校卒業まで（15 歳の誕生日後の最初の 3月 31 日まで）の児
童を養育している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育し
ている方

MEMO  
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こども

児童扶養手当を受給していた

児童扶養手当受給者死亡届、認定請求（受給資格者変更）、未支払い手当請求
対象児童（※①）や受給資格者（※②）が亡くなられたとき
受給資格者が亡くなられた場合、亡くなられた日の属する月の手当までが支給されます。
未払いの手当がある場合は、未支払い手当の手続きが必要です。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

受給資格者または死亡届出義
務者

持 ち 物
・児童扶養手当証書
・ 受給資格者死亡の場合は、対象児童名義の口座が確認できるもの
（通帳やキャッシュカード（原本））

窓 口
こども家庭課　家庭支援係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１９６･３１９７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

（※①）児童扶養手当受給資格者が養育している児童
（※②） 18 歳に達する日以降の最初の 3月 31 日まで（児童が基準以上の障

害がある場合は20歳まで）の児童を監護している父または母、または、
父母に代わってその児童を養育している方

MEMO  
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こども

特別児童扶養手当を受給していた

特別児童扶養手当受給者死亡届、認定請求（受給者変更）、未支払い手当請求
対象児童や受給者が亡くなられたとき
受給者が亡くなられた場合、亡くなられた日の属する月の手当までが支給されます。
未払いの手当がある場合は、未支払い手当の手続きが必要です。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

受給資格者または死亡届出義
務者

持 ち 物
・特別児童扶養手当証書
・ 受給資格者死亡の場合は、対象児童名義の口座が確認できるもの
（通帳やキャッシュカード（原本））

窓 口
こども家庭課　家庭支援係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１９６･３１９７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

こども医療費助成受給資格者証を持っていた

こども医療費助成関係手続き
保護者が亡くなられたとき
保護者が亡くなられた場合は、登録口座の確認が必要です。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

保護者又は児童を監護する人

持 ち 物

・こども医療費助成受給資格者証（ピンク色の資格者証）
・新たに受給者になる方の口座が確認できるもの（通帳やキャッシュカード（原本））
・こどもの新たな健康保険被保険者証
・手続きに来る方の本人確認書類
※手続き必要なものについては、担当課へ事前にお問合せください。

窓 口
こども家庭課　こども育成係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２１２４・２１２５）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
※ 0歳から中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童
※郵送での手続きの場合は、事前の確認が必要です。



37

こども

母子及び父子家庭等医療費助成資格者証を持っていた

母子及び父子家庭等医療費助成関係手続き（登録変更・消滅届）
対象児童や受給資格者（※）が亡くなられたとき
保護者が亡くなられた場合は、口座変更の手続きが必要です。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

新たに児童を養育する方また
は死亡届出義務者

持 ち 物
・母子及び父子家庭等医療費助成受給者証
・ 受給資格者死亡の場合は、対象児童名義の口座が確認できるもの
（通帳やキャッシュカード（原本））

窓 口
こども家庭課　家庭支援係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３１９６･３１９７）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
（※） 18 歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護している父また

は母、または、父母に代わってその児童を養育している方が亡くなられた
とき

MEMO  
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上下水道

水道を利用していた①

水道の閉栓（停止）または使用者（支払者）の名義変更の手続き
水道の使用者（支払者）が亡くなられたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

水道使用者の関係者

持 ち 物 なし

窓 口
上下水道局料金課
☎０９８－９３７－３６３７

電話での手続き 可

郵送での手続き 可

備 考

水道を利用していた②

上下水道料金振替口座の変更手続き
上下水道料金の支払者が亡くなられたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

水道使用者の関係者

持 ち 物

・水道番号が確認できるもの（検針のお知らせや領収書に記載されています）
・ 新しく支払い者になる方の口座情報が確認できるもの（通帳やキャッシュ
カード）
・銀行届出印（新しく支払い者になる方のもの）
・手続きに来る方の本人確認書類

窓 口
上下水道局料金課
☎０９８－９３７－３６３７

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
※口座振替申し込みハガキあり
（取引先の銀行で直接手続きも可能）
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上下水道

水道を利用していた③

給水装置所有者の名義変更
給水装置（水道メーター等）の所有者が亡くなられたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

水道使用者の関係者

持 ち 物 なし

窓 口
上下水道局料金課
☎０９８－９３７－３６３７

電話での手続き 可

郵送での手続き 可

備 考

下水道を利用していた

水洗便所改造等資金貸付金
くみ取り便所をお使いの方、浄化槽をお使いの方が、公共下水道へ接続した際に、排水
設備の設置および水洗便所への改造等に必要な資金の貸付けを受けている借受人または
連帯保証人が亡くなられたとき。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

相続人

持 ち 物 手続きの詳細や必要書類については、事前に担当窓口へお問合せください。

窓 口
上下水道局下水道課　排水設備係
☎０９８－９２１－３１２５

電話での手続き 可

郵送での手続き 可

備 考
※ 相続放棄をしている場合は、その旨確認できる書類の提出を求める場合が
あります。
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市営住宅

市営住宅に入居していた①

入居者名義変更申請書の提出または明渡届の提出
市営住宅の名義人が亡くなられたときは、名義変更または明渡の手続きが必要です。

期　 限 速やかに
手続き
できる人

名義人以外の入居者又は親族

持 ち 物 手続きの詳細や必要書類については、事前に担当窓口へお問合せください。

窓 口
市営住宅指定管理者（本庁６Ｆ）
☎０９８－９２９－３１１７

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考

市営住宅に入居していた②

同居者異動届の提出
市営住宅の名義人以外の入居者が亡くなられたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

亡くなられた方以外の入居者
又は親族

持 ち 物 ・死亡届や火葬許可書の写し、または住民票の除票

窓 口
市営住宅指定管理者（本庁６Ｆ）
☎０９８－９２９－３１１７

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
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農地

農地を所有していた

農地法第３条の３第１項の規定による届出（相続）
相続により農地（地目が田・畑）を取得した場合は、届出が必要です。
農地を相続された際は、農業委員会事務局へご相談ください。

期　 限
相続開始を知ったときから
10 ヶ月以内

手続き
できる人

相続人

持 ち 物

・相続が記載されている土地の登記事項証明書
・手続きに来る方の本人確認書類
・届出書（農業委員会指定の様式）
※その他農業委員会が必要と認める書類

窓 口
農業委員会事務局　農地係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２０４２）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

MEMO  
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森林

森林を所有していた

森林の土地の所有者届
沖縄市森林整備計画の対象の土地を相続されたとき

期　 限
所有者となった日から
90 日以内

手続き
できる人

相続人

持 ち 物
・土地の位置を示す地図
・土地の登記事項証明書又は相続したことを証明するもの（写し可）

窓 口
農林水産課　農水係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線３２３３）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考
相続された土地が届出の対象かご不明な場合は、農林水産課までお問い合わ
せください。

MEMO  
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生活保護

生活保護を受けていた

生活保護廃止の手続き
生活保護を受けていた方が亡くなられたとき

期　 限 速やかに
手続き
できる人

お問い合わせください

持 ち 物 手続きの詳細や必要書類については、事前に担当窓口へお問合せください。

窓 口

保護第一課、保護第二課
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線： ２１３９、２１４４、２１４６、

２１４７、２１４９、２１５０、
２１５４）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考

MEMO  
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ごみ

多量のごみを処理する必要がある

片付けごみの処理
亡くなられた方のごみについて多量のごみを処理するとき（通常のごみ出しでは処理し
きれないとき）
※多量の目安としては、一度に 100㎏以上、または指定ごみ袋（大）10 袋以上です。
※多量に出たごみを通常の収集曜日に出す場合は、数回に分けて出してください。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

亡くなられた方の親族

持 ち 物
・事前に担当窓口へお問い合わせください。
※ 担当課窓口に来庁される際には、本人確認書類（運転免許証等）をお持ち
ください。

窓 口
環境課　クリーン係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２２２３～２２２６）

電話での手続き
場合に
よっては可

郵送での手続き
場合に
よっては可

備 考

ごみの処理方法は、次のいずれかです。
　１．通常の家庭ごみ収集で出す（分別すること）。
　２． 亡くなられた方と同じ住所にお住まいの場合、ご遺族の方が分別して、

処分場（倉浜衛生施設組合）に搬入する。
　　　※要件は環境課にお問い合わせください。
　　　※ 出すことのできるごみについては、沖縄市ごみハンドブックをご確

認ください。
　３． 亡くなられた方と同じ住所にお住まいでない場合、ご遺族の方がごみ

を民間の処分場に搬入する。

MEMO  
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その他

犬の飼い主だった

犬の登録事項変更等届出
犬を飼われていた方が亡くなったとき、新たに飼い主となる方は、犬の登録事項変更等
届出書（所有者、住所等の変更）の提出が必要です。

期　 限
所有者となった日から
30 日以内

手続き
できる人

新しい飼い主

持 ち 物
・ 亡くなられた方の飼っていた犬の鑑札、または犬の登録情報が分かるもの
（市役所からの通知など）

窓 口
環境課　環境衛生係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２２２２）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 不可

備 考
※市外の方に譲渡した場合は、飼い犬の所在する自治体に届出してください。
※飼い犬が死亡の場合のみ、電話での手続きが可能です。

市営墓地（沖縄市霊園）を使用していた

沖縄市霊園墓地の使用権承継の申請または使用墓地等の返還手続
亡くなられた方が沖縄市霊園を使用していた場合、使用権の承継手続きまたは、返還手
続きが必要となります。

期　 限 できるだけ速やかに
手続き
できる人

継承しようとする方または亡
くなられた方の親族

持 ち 物

・ 亡くなられた方の戸籍謄本等（亡くなられた方と使用権を承継する方の続
柄が分かるもの）
・使用権を継承する方の住民票（本籍の記載があるもの）
※ この他にも書類が必要となる場合があります。手続きの詳細や必要書類に
ついては、事前に担当窓口へお問合せください。

窓 口
環境課　環境衛生係
☎  ０９８－９３９－１２１２
（内線２２２２）

電話での手続き 不可

郵送での手続き 可

備 考 場所：沖縄市字倉敷東内喜納原地内
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市役所以外での主な手続きチェックリスト

項　目 チェック 手続きの内容 問い合わせ先

電気・ガス □ 名義変更・解約 各契約会社

インターネット □ 名義変更・解約 各契約会社

ケーブルテレビ □ 名義変更・解約 各契約会社

NHK受信料 □ 名義変更・解約 フリーダイヤル　
☎ 0120-151515

固定電話・
携帯電話 □ 契約継承・解約 各契約会社

新聞・
定期購読物等 □ 名義変更・解約 各契約会社

クレジットカード □ 解約 各契約会社

運転免許証 □
返納
※返納は義務ではあり
ません。

運転免許センター　
☎ 098-851-1000

生命保険 □ 死亡保険金の請求・
入院給付金の請求等

加入していた生命保険会社、
または代理店

損害保険 □ 名義変更・解約 加入していた損害保険会社、
または代理店

預貯金口座等 □ 口座解凍手続き 各金融機関等

株式等 □ 名義変更 各証券会社

国債 □ 記名変更、償還金受領 償還金支払場所または証券保管証
書に記載の郵便局

国税 □ 相続税、所得税、
消費税の申告など

沖縄税務署　
☎ 098-938-0031

恩給 □ 請求手続き
（未支給金がある場合）

総務省恩給相談室　
☎ 03-5273-1400

在留カード、
特別永住者証明書 □ 返納

福岡出入国在留管理局那覇支局嘉
手納出張所
☎ 098-957-5252
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亡くなられた方が会社員だった場合
故人が働いていた勤務先に対して、死亡退職届の提出や社員証の返却など、必要な手続きが
あります。一般的な手続きについて記載します。

項　目 期　日 備　考

死亡退職届の提出

速やかに

故人が働いていた勤務先に提出する必要が
あります。

身分証明書（社員証など）の返却 健康保険被保険者証やその他、勤務先から
貸与を受けていたものを返却してください。

国民健康保険などへの加入
被扶養者だった場合は、同時に資格を喪失
しますので、資格喪失後は他の医療保険制
度へ加入する必要があります。

最終給与、退職金などの請求 預貯金口座の確認とともに勤務先に直接ご
確認ください。

埋葬料の請求 2年以内 協会けんぽ及び勤務先が加盟している保険
組合などで、埋葬料の請求が可能です。

遺族厚生年金の請求 5年以内

【必要なもの】
遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、
戸籍謄本、死亡診断書のコピー、所得の証
明書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振
込先口座番号

【手続き先】
故人の勤務先を所管する社会保険事務所

【その他】
遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族
基礎年金も支給されます。
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亡くなられた方が個人事業主だった場合
故人が個人事業者であり、廃業する場合の一般的な手続きについて記載します。
なお、事業承継する場合については、相続での手続きが必要です。

項　目 期　日 備　考

個人事業者の死亡届出書
速やかに

税務署に提出します。

事業廃止届出書

個人事業の
開業・廃業など届出書

1ヶ月以内
給与支払事務所などの
開設・移転・廃止届出書

所得税の青色申告の
取りやめ届出書

青色申告を取りやめようとする
年の翌年 3月 15 日まで

MEMO  
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銀行口座凍結時の解除の方法

口座凍結解除の大まかな流れ

1. 金融機関窓口に口座凍結解除依頼

2. 口座凍結解除に必要な書類の収集

3. 凍結解除の必要書類を銀行に提出

※金融機関毎に必要な書類が異なるため、詳細は各金融機関にお問い合わせください。

A B C D
遺言執行者さまが
お手続きされる場合

受遺者さまが
お手続きされる場合

遺産分割協議書が
ある場合

遺言書・遺産分割
協議書がない場合

　　　遺言書はありますか？

遺言書どおりに相続しますか？

はい

はい

はい はい

いいえ

いいえいいえ

いいえ

必要書類の準備

手続きをされる方は
遺言執行者さまですか？ 遺言分割協議書がありますか？
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対象者 必要書類 入手先

全員 被相続人(故人)の通帳・証書、キャッシュカード等 ご遺族

全員
被相続人（故人）の戸籍謄本
（出生から死亡までの連続した戸籍謄本）

各本籍地の
市区町村

全員 各金融機関の必要書類 各金融機関

A B

C D

相続人の印鑑証明
・遺言書がある場合：遺言執行者分
・遺言書がない場合：相続人全員分

市区町村

A B 遺言書（原本） ご遺族

A B
検認調書または、検認済証明書（原本）
※自筆証書遺言で法務局への保管制度を利用されてい
ない場合

家庭裁判所

C 遺産分割協議書（原本） ご遺族

C D 相続人全員分の戸籍謄本
各本籍地の
市区町村

D
相続関係届出書
（金融機関により名称が異なります）

各金融機関

代表的な持ち物 

MEMO  
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相続に関する手続きチェックリスト

□ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。本籍
地の役所の窓口で「相続に使用するため出生か
ら死亡までの戸籍謄本が必要です」と申し出れ
ば取得できます。

□ 遺言書の探索

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調
査してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索して
ください。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合
は、「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要
となります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問合せすることで、相続財産のほとん
どを知ることができます。また、不動産を所有
している場合は、不動産の所在する役所で「名
寄帳」を取得することで、不動産を確認するこ
とができます。

□ 遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意す
る必要があります。合意後、金融機関や役所な
どへ提出する為の遺産分割協議書の作成が必要
となります。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対
応があるため、家庭裁判所にご確認ください。
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□ 項　目 期　日 備　考

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に 1月 1日から死亡日まで所得があっ
た場合は、相続人が 1月 1日から死亡した日ま
でに確定した所得金額及び税額を計算して、相
続の開始があったことを知った日の翌日から
４ヶ月以内に申告と納税をしなければなりませ
ん。

□ 相続税の申告・納付 10 ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産
の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相
続税の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000 万円 ＋ 600 万円×法定相続人の数

MEMO  



53

法定相続情報証明制度について

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

平成29年5月29日から、全国の登記所（法務局）において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

　この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。
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MEMO  
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令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されます

不動産に関するルールが
大き
3 3

く
3

変わります

●早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。

●相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。

●法改正以前に所有している相続登記・住所などの
　変更登記が済んでいない不動産についても、登記が義務化されます。

●問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたします。
　相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から

3年以内に申請しなければなりません。

正当な理由がなく義務に反した場合、

10万円以下の過料の対象となります。

所有者不明土地の解消に向けて

3年以内に申請

不動産取得を知った日から

義務に反した場合、

10万円以下の過料
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相続登記の申請の流れ
遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、次のステップ①からステップ⑤までの流れで
行います。

ス
テ
ッ
プ
①

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

ス
テ
ッ
プ
②

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の所有者の確定とその書面化

ス
テ
ッ
プ
③

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

ス
テ
ッ
プ
④

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

ス
テ
ッ
プ
⑤

　登記完了

法務局（登記所）から登記完了証・登記識別情報通知書の交付

MEMO  
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被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度、法定相続情報証明制度については、
53ページを御覧下さい。
被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度、法定相続情報証明制度については、
53ページを御覧下さい。

【法廷相続人とは…】
・民法により定められた相続人です。
・相続順位は下記のように定められています。
　配偶者（常に法定相続人になる）
　第一順位（子。故人より先に亡くなっているときは孫や曾孫）
　第二順位（第一順位がいない場合。父母や祖父母）
　第三順位（第二順位がいない場合。兄弟姉妹。故人より先に亡くなっているときは甥や姪）になり
ます。

【法廷相続人とは…】
・民法により定められた相続人です。
・相続順位は下記のように定められています。
　配偶者（常に法定相続人になる）
　第一順位（子。故人より先に亡くなっているときは孫や曾孫）
　第二順位（第一順位がいない場合。父母や祖父母）
　第三順位（第二順位がいない場合。兄弟姉妹。故人より先に亡くなっているときは甥や姪）になり
ます。

祖母曾祖父母 祖父

父兄弟姉妹 兄弟姉妹

曾祖父母祖母 祖父

兄弟姉妹母 兄弟姉妹

故人 配偶者兄弟姉妹兄弟姉妹 兄弟姉妹

甥・姪甥・姪 甥・姪

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

…

継
承
順
位
第
一
位

…

継
承
順
位
第
二
位

…

継
承
順
位
第
三
位

ご遺族メモ /家系図（３親等内の親族）
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名義人所在地 備考持ち分
不
動
産

支店名金融機関名 備考金額
預
貯
金

内容名称 備考保管場所等そ
の
他
の
資
産

金額借入先 備考返済方法借
入
金
・ロ
ー
ン

種類・内容保険会社 備考受取人生
命
保
険
・
損
害
保
険

種類基礎年金番号 備考受給金額
公
的
年
金

番号・記号等名称 備考受給金額個
人
年
金
・
企
業
年
金

そ
の
他

ご遺族メモ /故人の財産について
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フロアマップ
【沖縄市役所】沖縄市仲宗根町 26 番 1号
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「おくやみコーナー」の受付はこちら
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【上下水道局】沖縄市美里５丁目 28 番１号



MEMO  
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